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一般病床２００床以上の地域医療支援病院を、紹介状なしで受診する場

合に、診療費とは別に初診時および再診時の選定療養費の徴収が義務づけ

られています。 

「日頃の診療は地域の医院・診療所（かかりつけ医）で、高度・専門医

療は特定機能病院、一般病床２００床以上の地域医療支援病院および紹介

重点医療機関で行う」という医療機関相互の機能分担と連携の推進を目的

として厚生労働省により制定された定額負担制です。 

本趣旨をご理解のうえ、できる限り近隣の医院・診療所（かかりつけ医）

を受診いただきますようご協力をお願いいたします。 

種類 対象者 金額 

初 診 時 

選定療養費 

●他の医療機関からの紹介状を持参せず受

診され、医学的初診の扱いとなった方 

※かかりつけの科の受診においても、かかり

つけの疾患とは別の疾患・症状で受診した

場合はこれに該当します。 

７，７００円 

（税込み） 

再 診 時 

選定療養費 

●当院の医師から他の医療機関へ文書に 

よる紹介がなされた後に、その医療機関 

の紹介状を持参せず、その医師（科）を 

受診され、再診の扱いとなった方 

●当院の医師が他の医療機関に紹介を行う

旨の申出を行っているにもかかわらず、 

自己の選択により、その医師（科）を受診 

され、再診の扱いとなった方 

３，３００円 

（税込み） 

（受診の都度） 

（科ごと） 
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